
- 1 -

平成１７年度 給与制度について

１．人件費の状況

【普通会計決算額】
歳出額（Ａ） 人件費（Ｂ） 人件費率％

Ｂ／Ａ）（千円） （千円） （

平成１１年度 ４７，３７０，６５２ １１，９１３，２２５ ２５．１
平成１２年度 ４８，７２１，３１１ １１，７２０，２２５ ２４．１
平成１３年度 ４４，４９５，２０９ １１，６４４，７６１ ２６．２
平成１４年度 ４６，５０７，４８６ １１，３０２，５２０ ２４．３
平成１５年度 ４８，７６６，９９４ １０，４６７，５０５ ２１．５

注）「人件費（Ｂ）」には、議員報酬、委員等報酬、特別職の給与、職員給、共済組合
等負担金、退職金を含む。

２．職員給与費の状況（平成１６年度普通会計予算額）
（千円）

給 与 費 （退職手当除く） 一人当た
給 料 職員手当 期末勤勉手当 計 り給与費

４，３１９，３５８ １，４６６，０６９ １，８８２，３９４ ７，６６７，８２１ ７，１７３

３．給料表と職務の等級
給料表の種類は３種類であり、職務の等級数及び適用職種の範囲は次のとおり。

設定給料表 等級数 適用職種（職員の範囲）
① 行政職給料表 ９ 一般行政職、税務職、技能労務職、消防職、教育職、福祉職
② 医療職給料表（一） ６ 医師
③ 医療職給料表（二） ８ 看護保健職、医療技術職

【行政職給料表】
一般行政職等に適用する行政職給料表は９等級制としており、国公給料表を主として合成し
た構造となっている。

１等級 ２等級 ３等級 ４等級 ５等級 ６等級 ７等級 ８等級 ９等級
基準職務 部長 次長 課長 課長補佐 担当主査 主任・班 主事 主事 主事

・主査 長、主事
国公対応 １０級 ９級 ９級 ８級 ８級 6・7級 ４級 2・3級 1・2級

【最高・枠外の昇給期間】
等級における最高号給到達後、最初の昇給期間は１８月とし、以後は２４月とする。

【高齢層職員の昇給制度】
５６歳到達後の昇給期間は１８月とし、５８歳以後は、昇給停止とする。

４．初任給基準（平成１７年４月１日現在）

区 分 等号給 給料月額 適用給料表
一般行政職 大学卒 ８－５ １８４，４００円

短大卒 ８－３ １７０，７００
高校卒 ８－１ １５４，３００
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消防士 大学卒 ８－５ １８４，４００ 行政職給料表
高校卒 ８－１ １５４，３００

幼稚園教諭 大学卒 ８－５ １８４，４００
短大卒 ８－３ １５４，３００

保育士 短大卒 ８－３ １７０，７００
医師 医大卒 ６－６ ２７６，９００ 医療職給料表（一）
薬剤師 大学卒 ７－５ １９６，１００ 医療職給料表（二）
看護師 大学卒 ８－９ １９７，１００

短大３ ８－８ １９１，４００
卒
短大２ ８－７ １８５，４００
卒

５．学歴別平均給料月額、平均年齢及び平均経験年数（平成１６年４月１日現在）

【一般行政職】

職員数 平均給料月額 平均年齢 平均経験年数

合 計 ５３６ ３６７，５００円 ４３歳 ８月 ２１年 ７月

大学卒 ３５７ ３６５，４００円 ４３歳 １月 １９年１０月

短大卒 ４２ ３３９，２００円 ４１歳 ３月 １９年 ９月

高校卒 １２９ ３８３，３００円 ４５歳 ８月 ２６年 ７月

中学卒 ８ ３５４，４００円 ４７歳 ５月 ２５年１１月

【技能労務職】

職員数 平均給料月額 平均年齢 平均経験年数

合 計 ２１４ ３３９，９００円 ４５歳 ８月 ２５年 ３月

大学卒 ５ ２５１，１００円 ３７歳 ３月 １２年 ７月

短大卒 ９ ２５９，２００円 ３６歳 １月 １３年 ７月

高校卒 ３６ ２８９，８００円 ３９歳１０月 １８年 ９月

中学卒 １６４ ３５８，０００円 ４７歳 ９月 ２７年 ９月

６．職階別給与の状況（平成１６年４月１日現在）

【一般行政職】

平均年齢 平均経験 平均給料月額 最高給料月額 最低給料月額

部 長 55歳8月 33年11月 ５０９，５００円 ５２１，３００円 ４８７，０００円

次 長 55歳0月 32年９月 ４８２，０００円 ４９３，９００円 ４６５，１００円

課 長 52歳4月 30年4月 ４５５，２００円 ４９３，７００円 ３６６，０００円

課長補佐 50歳9月 29年5月 ４３０，７００円 ４６３，７００円 ３５７，８００円

担当主査 43歳9月 21年6月 ３６９，３００円 ４６１，８００円 ２６６，７００円

・主査

一般職員 38歳1月 16年3月 ３０８，９００円 ４３４，２００円 １５４，３００円

合 計 43歳8月 21年7月 ３６７，５００円 ５２１，３００円 １５４，３００円

７．ラスパイレス指数の推移

11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
ラスパイレス指数 106.3 105.9 103.9 103.8 102.4 100.1
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８．職員手当の状況

扶養手当 （条例第１０条）

（１）支給対象となる範囲と要件
①配偶者、②２２歳到達後の最初の３月末までの子、孫、弟、妹、
③６０歳以上の父母、祖父母、④身体又は精神に著しい障害を有するもの

【支給制限】次に係る要件に該当する者は、支給対象とならない。
①民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
②所得の合計額が年額１３０万円程度以上である者

（２）支給額
（円）

区 分 配偶者 配偶者以外の扶養親族
支 給 額 15,500 ２人目まで ３人目以降 年齢加算

6,700 5,000 5,000
注）「年齢加算」とは、１６歳以上２３歳未満の子の場合をいう。

ただし、①扶養親族でない配偶者を有する場合の１人目の子等は、７，２００円
②配偶者がいない場合の１人目の扶養親族は、１３，０００円 とする。

管理職手当 （条例第９条）

区 分 支給額
部長・専任理事 78,000円
次長・専任副理事 67,000
課長・専任参事 58,000
課長補佐 53,000
担当主査 45,000
主査・班長・主任 41,000

※併給禁止（条例第１９条）
管理職手当を支給される者は、時間外及び休日勤務・夜間勤務・宿日直手当を、支給しない。

通勤手当 (条例第12条)

（１）支給要件
通勤距離が片道１㎞以上の職員に支給する。

（２）支給額
（円）

区 分 支 給 額
６ヶ月定期券相当額

交通機関利用
(月額55,000円上限)

(片道) 5㎞ 未満 4,100
自 (片道)10㎞ 未満 5,300
動 (片道)15㎞ 未満 6,500
車 (片道)20㎞ 未満 8,900
・ (片道)25㎞ 未満 11,300
原 (片道)30㎞ 未満 13,700
付 (片道)35㎞ 未満 16,100
自 (片道)40㎞ 未満 18,500
転 (片道)45㎞ 未満 20,900
車 (片道)50㎞ 未満 21,800
使 (片道)55㎞ 未満 22,700
用 (片道)60㎞ 未満 23,600
(片道)60㎞ 以上 24,500
自 転 車 2,000

※平成１７年２月議会に提案中徒 歩 廃 止
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調整手当 (条例第11条の２）

（給料＋扶養手当＋管理職手当）×10/100 （国の甲地を適用）

住居手当 (条例11条の３）

区 分 支 給 額
家賃２３，０００円以下 家賃額－12,000円 ＋９，０００円

借 家賃２３，０００円を超え５５，０００円 （家賃額－２３，０００円）×１／２
家 未満 ＋ 11,000円 ＋９，０００円
家賃５５，０００円以上 ３６，０００円

持 新築・購入 2,500 ＋９，０００円（５年間限り）
家 共有 2,500 ＋９，０００円×持分（５年間限り）
その他配偶者等の所有権を有する住居 9,000円

時間外勤務手当 (条例第14条)

（１）支給要件
正規の勤務時間(月～金8;45 17;15)外に勤務した時間に支給する。～

（２）支給率
(普通) 勤務1時間当たりの額×125/100×勤務時間数
(深夜 ) 勤務1時間当たりの額×150/100×勤務時間数PM10～AM5

勤務1時間当たりの額 ＝ (給料+調整手当+9,000円) × 12月

38時間45分×52週-17日×7時間45分(1,883.25H)

休日勤務手当 （条例第１５条）

（１）支給要件
休日（国民の祝日に関する法律）及び年末年始のうち正規の勤務時間に勤務した全時間

（２）支給率
勤務1時間当たりの額×1３5/100×勤務時間数

夜間勤務手当 （条例第１６条）

（１）支給要件
正規の勤務時間として深夜(22;00 5;00)に勤務した時間に支給する。～

（例：守衛、消防、病院、浄水場など）
（２）支給率

勤務1時間当たりの額×25/100×勤務時間数

宿日直手当 (条例第18条)

宿日直１回につき ５，９００円 (勤務時間が5時間以内は１／２)
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期末勤勉手当 (条例第20、21条)

（１）支給率

１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度
６月 ２．２月 ２．05月 ２．05月 ２．05月 ２．10月 ２．05月
１２月 ２．５月 ２．35月 ２．15月 ２．10月 ２．10月 ２．20月
３月 ０．25月 ０．35月 ０．５月 ０．25月 － －
計 ４．95月 ４．75月 ４．７月 ４．４月 ４．２月 ４．25月

（２）算定の基礎

(給料+扶養手当+調整手当)+(給料+調整手当) 役職段階別加算割合×

【役職段階別加算制度】
役 職 部 長 級 次課長級 課長補佐級 担当主査級 主任班長級
加算割合 ２０％ １５％ １０％ ５％ ５％

※一般職員についても、経験年数により加算制度を適用している。

特殊勤務手当 （条例第２４条、特勤条例）

（１）勤務日数や回数に応じて支給する手当
①消防業務手当 ②深夜業務手当 ③モーターボート競走開催業務手当
④感染症防疫等作業手当 ⑤清掃作業手当 ⑥行旅死亡人収容護送作業手当
⑦社会福祉業務手当 ⑧野猿管理業務手当 ⑨市立病院業務手当
⑩宿日直業務手当 ⑪徴収業務手当 ⑫年末年始業務手当
⑬深夜緊急出動手当 ⑭水道事業手当

（２）月額により支給する手当
①建築主事業務手当 ②市立病院業務手当のうち、医師診療業務手当

９．退職手当の状況

（１）支給率
【平成１５年４月１日現在】

自己都合 定 年
勤続年数 ２０年 ２１．０月分 ３４．６５月分
勤続年数 ２５年 ３３．７５月分 ４４．５５月分
勤続年数 ３０年 ４１．２５月分 ５４．４５月分
最高限度 ６０．０月分 ６２．７ 月分

【平成１６年４月１日現在】
自己都合 定 年

勤続年数 ２０年 ２１．０月分 ２８．０９月分
勤続年数 ２５年 ３３．７５月分 ４３．３４月分
勤続年数 ３０年 ４１．２５月分 ５２．９７月分
最高限度 ６０．０月分 ６０．９９月分

【平成１７年４月１日以降】
自己都合 定 年

勤続年数 ２０年 ２１．０月分 ２７．３月分
勤続年数 ２５年 ３３．７５月分 ４２．１２月分
勤続年数 ３０年 ４１．２５月分 ５１．４８月分
最高限度 ５９．２８月分 ５９．２８月分

（２）退職時特別昇給
・平成１６年１月１日から勤続年数２０年２号給を１号給に引き下げ、勤続年数１０年１
号給を廃止する。

・平成１７年４月１日から勤続年数２０年１号給及び死亡１号給を廃止する。
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１０．共済費の状況

大阪府市町村共済組合

区分 １７／４～１７／８ １７／９～１８／３
例月 賞与 例月 賞与

長 市 ( ) 105.525/1,000 ( ) 84.42/1,000 ( ) 107.7375/1,000 ( ) 86.19/1,000給料 × 賞与 × 給料 × 賞与 ×
期 ( ) 83.65/1,000 ( ) 66.92/1,000 ( ) 85.8625/1,000 ( ) 68.69/1,000個人 給料 × 賞与 × 給料 × 賞与 ×
福 市 ( ) 0.72/1,000 ( ) 0.58/1,000給料 × 賞与 ×
祉 ( ) 0.72/1,000 ( ) 0.58/1,000 同 左 同 左個人 給料 × 賞与 ×
短 市 ( ) 1.425/1,000 ( ) 1.14/1,000給料 × 賞与 ×
期 ( ) 1.1125/1,000 ( ) 0.89/1,000 同 左 同 左個人 給料 × 賞与 ×
追
市 (4/1 ) 12月 46.30/1,000給料 × ×

加
事
市 1人 300円/月

務
496,000(784,000) 150万円(200万円) 496,000(784,000) 150万円(200万円)給料限度額

※地方公務員共済年金制度の見直し
厚生年金制度の改正内容を踏まえ、給付と負担の見直しを行う。（H16.10施行)
負担の見直しとして、保険料率は、厚生年金に準じて毎年９月に引き上げられる。

（参考）平成１５年度決算額（全会計ベース） １，２２１百万円

大阪府市町村職員互助会

区 分 １１／４ １６／４～ １７／４～
市 負担 (給料) 26/1,000 (給料) 23/1,000 (給料) 21/1,000× × ×
個人負担 (給料) 14/1,000 (給料) 14/1,000 (給料) 14/1,000× × ×
( ､424,000 )給料の限度額は 円

（参考）平成１５年度決算額（全会計ベース） １６４百万円

※負担率の見直しの動き
平成１８年度から負担割合を、１対１とする見直しを検討している。

大阪府市町村健康保険組合

区 分 １４ １５ １６／４ １７／４
市 負 担 A 60/1,000 A 52/1,000 A 52/1,000 A 52/1,000× × × ×

( )A 3.7/1,000 ( )A 3.4/1,000 ( )A 4.2/1,000 ( )A 4.9/1,000介護 × 介護 × 介護 × 介護 ×
個人負担 A 25/1,000 A 26/1,000 A 26/1,000 A 26/1,000× × × ×

( )A 3.7/1,000 ( )A 3.4/1,000 ( )A 4.2/1,000 ( )A 4.9/1,000介護 × 介護 × 介護 × 介護 ×

※標準報酬月額 Ａ ＝ 給料+扶養+調整+管理職+住居+通勤+特殊勤務+時間外手当
平成１５年度総報酬制の導入により、期末勤勉手当にも同率の保険料がかかる。

（参考）平成１５年度決算額（全会計ベース） ６４２百万円

※負担率の見直しの動き
平成１８年度から負担割合を、１対１．５以内とする見直しを検討している。

箕面市職員厚生会

市 負 担 年額６，０００円／人
個人負担 年額６，０００円／人
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１１．給与是正及び職員数適正化の状況

一 般 職
平成１０年度 給与改定 給与改定率 ０．７９％(+3,245円)

【内容】・給料表引上率 0.81%
・扶養手当（特定年齢加算） +1,000円

平成１１年度 給与改定 給与改定率 ０．３５％(+1,470円)
【内容】・給料表引上率 0.39%

期末勤勉手当 年間 ５．２５ヶ月 → ４．９５ヶ月（▲０．３月）
平成１２年度 給与改定 給与改定率 ０．０９％(+ 384円)

【内容】・給料表の引上はなし。
・扶養手当（第１及び２子）+500円

給料月額 ２％カット
【実施時期】管理職H12.4～、その他H12.10～

管理職手当 ２％カット
【実施時期】管理職H12.4～H15.3.31

期末勤勉手当 年間 ４．９５ヶ月 → ４．７５ヶ月（▲０．２月）
平成１３年度 給与改定 特例一時金の支給(3,756円 / 年額)

【内容】・給料表の引上はなし。
給料月額 給料表「７等級制」→「９等級制」切替

【内容】部長級 国公11級 → 10級へ引下げ
期末勤勉手当 年間 ４．７５ヶ月 → ４．７ヶ月（▲０．０５月）

平成１４年度 給与改定 給与改定率 ▲２．０１％(-8,570円)
【内容】・給料表の引下率 -1.98%

・扶養手当（配偶者）-2,000円（第３子）+2,000円
・特例一時金廃止

【実施時期】H15.1～
給料月額 普通昇給１２月延伸

【実施時期】H14.4～（延伸となる者から順次2%減額措置の停止）
通勤手当 交通用具使用者は、通勤距離に応じた定額とする。

【実施時期】H14.4～
期末勤勉手当 年間 ４．７ヶ月 → ４．４ヶ月（▲０．３月）

平成１５年度 給与改定 給与改定率 ▲１．０６％(-4,458円)
【内容】・給料表の引下率 -1.1%

（１６，０００円→１５，５００円）・扶養手当（配偶者）-500円
（新築・購入５年限度、月額１，０００円廃止）・自宅に係る住居手当見直し

・通勤手当６カ月定期券
【実施時期】H15.12～ （通勤H16.4～住居H17.4～）

退職手当 ①退職手当中ぶくれ是正 【実施時期】H16.1～
②調整率引下げ ▲３％(H16.4～) ▲６％(H17.4～)
③退職時特別昇給見直し ２０年１号(H16.1～)

期末勤勉手当 年間 ４．２ ヶ月（対国公 ▲０．２月）
平成１６年度 期末勤勉手当 年間 ４．２５ヶ月（対国公 ▲０．１５月）

特殊勤務手当 特殊勤務手当是正（改正前）２２種類→（改正後）１５種類

【是正による年収の引下率】
※平成12～15年度 給 与 2%カット ＋ 2.01%＋ 1.06%（H14～昇給延伸） 人事院勧告(H14)▲ 人事院勧告(H15)▲
※平成10～15年度 期末勤勉手当 5.25月→4.25月（ 1.0ヵ月）▲

是正前年収（H10） 給料月額N 1.1 （12 + 5.25月）= 18.975 Ｎ× ×
是正後年収（H16）（給料月額N 1.1 （12 + 4.25月) = 16.981 Ｎ×▲5％） × ×
（平成１６年度は、年収ベースで平成１0年度と比較し、１割減となっている。）

【職員数の推移】
（人）

１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度
人数 １，７４１ １，７１３ １，６９４ １，６６４ １，６２１ １，５７９ １，５２９
増減 ▲２８ ▲１９ ▲３０ ▲４３ ▲ ４２ ▲ ５０
累計 ▲２８ ▲４７ ▲７７ ▲１２０ ▲１６２ ▲２１２

※１７年度は、見込み


